
2021年4月1日

大阪労働局労働基準部監督課

資料２

トラック運送業における取引環境の改善及び長時間労働の抑
制に向けた取り組み等について

第20回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大阪府地方協議会



令和６年 道路貨物運送事業者に対する監督指導結果（大阪府内）

労働基準関係法令：労働時間に係る違反が最多であり、約半数の事業者に違反が認められました。

改善基準告示 ：最大拘束時間等、拘束時間に関係する事項について、違反率が高くなっています。
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１ 労働基準関係法令違反件数等（令和６年分）

監督指導実施事
業場数

労働関係法令違反
事業場数

主要違反事項

労働時間 36条2号（１
ケ月１００H

超）※

36条3号（２
～６月平均８
０H超）※

休日 割増賃金 最低賃金

212

185 109 5 5 12 53 14

87.3％ 51.4％ 2.3％ 2.3％ 5.6％ 25％ 6.6％

２ 改善基準告示違反件数等（令和６年分）

※自動車運転者以外（自動車運転者については、本条の適用はないため。）

監督指導実施
事業数

改善基準告示
違反事業場数

告示違反事項

総拘束時間 最大拘束時間 休息期間 最大運転時間 連続運転時間 休日労働

212
（R6/4/1～
新改善基準告示）

112 75 95 68 24 41 9

52.8％ 35.3％ 44.8％ 32.0% 11.3％ 19.3％ 4.2％



発着荷主等に対する要請

➢ 国土交通省に対し、貨物自動車運送事業法（トラック法）等の運行管

理に関する規定に違反の疑いがあると認められるトラック運送事業者に

ついて通報

➢ 国土交通省のトラック・物流Ｇメン＋関係省庁が連携して、トラック

運送事業者への配慮を「働きかけ」

➢ 長時間の恒常的な荷待ちを発生させていること等が疑われる事案 に

ついては、都道府県労働局の「荷主特別対策担当官」も「働きかけ」に

参加

➢ 厚生労働省のHPに寄せられた荷主情報を国土交通省へ提供

➢ 荷待ちを発生させている疑いがあることを労働基準監督署が把握し、

「荷主への要請」を実施した荷主の情報を、広く国土交通省に提供し、

「トラック・物流Gメン」による「働きかけ」等の対象選定に活用

①荷主情報提供の運用 ②トラック法に基づく「働きかけ」の連携

関係省庁地方機関

荷主企業

参加

参加

「働きかけ」

相互通報

厚労省HP荷主情報

トラック運送事業者

合同監督・監査

➢ 労働基準監督署が実施している「荷主への要請」の際、トラック法に基づく「標準的な運賃」も周知

③「標準的な運賃」の周知

国交省HP荷主情報

「荷主への要請」の情報

荷主企業

「荷主要請」

厚生労働省 国土交通省

都道府県労働局

労働基準監督署

地方運輸局

運輸支局

厚生労働省

都道府県労働局

荷主特別対策担当官

国土交通省

地方運輸局

トラック・物流Ｇメン

トラック運転者の長時間労働の要因には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なもの

があるため、各監督署に「荷主特別対策チーム」を編成し、発着荷主等に対して要請等を行っています。



取引慣行の改善に向けた取組／トラック事業者を支援する取組

①国民向け周知広報として「時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ」を開設し、荷待ち時間の削

減や荷役作業の効率化に向けた取組のほか、再配達削減に向けた取組について周知しています（令和５年６月２８日

～）。②荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取組を行う荷主等に対して助成します（令和８年度新設）。
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①国民向け周知広報

【イメージキャラクター】玉木宏さん（俳優）

②働き方改革推進支援助成金



トラック運転者の「改善基準告示」の改正内容（R6 .４ . 1～） ※参考
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長時間・過重労働の実態にある自動車運転者の健康確保等の観点から、見直しを行ったもの
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